高知市子ども読書活動推進計画
～生きる力を育てる読書のまち・こうちをめざして～
平成18年３月
高知市子ども読書活動推進計画策定委員会

はじめに
  社会が子どもに望むものは，心身の健やかな成長であることは論を待ちません。現代の情報化・国際化された社会においては，さらに加えて，豊かなコミュニケーション能力を持ったおとなへと成長していくことが強く望まれます。

　豊かなコミュニケーション能力を養うためには，自分の考えや気持ちを相手に分かるように表現でき，相手の考えや気持ちを十分に理解できることが必要です。このためには，子どもがことばの運用能力をできる限り高めることが必要です。

　読書活動は，子どもがことばを学び，感性を磨き，表現力を高め，創造力を豊かなものにし，しっかりとした自己をつくり上げていく上で欠くことのできないものです。

  しかしながら，子どもを取り巻く環境は大きく変化し，子どもの「読書離れ」「活字離れ」が一段と進んでいます。

  その主な原因としては，テレビやインターネットなど様々な情報メディアの発達・普及，核家族化等による子どもの生活環境の変化，さらには幼児期からの読書習慣の未形成などが上げられます。

  読書離れ・活字離れが進むと，きちんとした会話ができなかったり，文章表現力が低下したりするなど，国語力の低下だけにとどまらず，人としての生きる力や豊かな心を育む上でも，明日を担う子どもたちの成長に大きな影響を及ぼすことになります。

  このような中で，平成13年12月に「子どもの読書活動の推進に関する法律」が公布・施行され，国は14年８月に基本計画を策定するなど，国を挙げて取り組む方針が示されました。

  高知市においても，これらの状況を踏まえ，17年６月，学校関係者や保育所関係者，ボランティアなど７人の委員が，この「子ども読書活動推進計画策定委員会」に参画し，以来５回にわたって，家庭での読書活動の状況，幼稚園や保育所での現状，学校，図書館の状況などを踏まえながら，高知市における子どもの読書活動の在り方について様々な角度から熱心に議論を重ねてきました。

  今回，高知市の「子ども読書活動推進計画」として，委員の意見をまとめましたので，ここに提言します。

　　      平成18年３月29日

      　　　　　　             高知市子ども読書活動推進計画策定委員会

                                                  委員長  加  藤　　　勉
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第１章  子ども読書活動推進計画の基本的な考え方
１．策定の趣旨
   (1) 子どもの読書活動の意義
     子どもは，好奇心に満ちている。まわりの世界からすべてのことを吸収し，「こ

   とば」を獲得していく。

     特に，読書は，子どもの「ことば」を磨き，豊かな心を育てる。子どもは読書を

　 通して様々な人の生き方を知り，ものごとを深く考え，考えや感情を伝えるための

　 「ことば」を身に付け，必要な情報を選択し，適切に活用する能力を培うことがで

　 きる。

     また，絵本の読み聞かせは，親子の触れ合いや絆を確かなものにし，子どもの健

　 全な成長を促すことにもつながる。

     このように，子どもの読書活動は，子どもが言葉を養い，感性を磨き，表現力を

   高め，創造力を豊かなものにし，人生をより深く生きる力を身に付けていく上で極

   めて重要なものである。

   (2) 計画策定の背景
       近年，テレビやインターネットなど，さまざまな情報メディアの普及により，子

     どもの生活環境が変化している。子どもの「知りたい欲求」は本以外の情報メディ

　 アで満たされる場合も多く，読書離れの一因となっている。

　   このような状況の中で，国においては，子どもの読書活動を支援するため，平成

   12年を「子ども読書年」と定め，翌年には「子どもの読書活動の推進に関する法律」

   を制定した。法律では，子どもの読書活動を推進するための基本理念や，国及び地

   方公共団体の責務等を明確にし，施策を総合的かつ計画的に推進することとした。

   この法律に基づき，国は平成14年に「子どもの読書活動の推進に関する基本的な計

   画」を策定し，公表した。

     さらに，平成17年10月には，本や新聞など活字に親しみやすい環境の整備を図り，

   「言語力」を育てることを目的とした「文字活字文化振興法」を制定した。

   (3) 高知市の現状と課題
       本市では，学校や図書館など関係機関が連携し，それぞれの立場で，子どもの読

   書活動の推進に取り組んでいる。

　   市民図書館では，本館こども室を中心に，絵本の読み聞かせやお話会など，様々

   な事業を展開するとともに，移動図書館バスによる幼稚園・保育所（以下「幼稚園

   等」という。）や学校への団体貸し出しなど子どもの読書活動を推進している。

　   また，幼稚園等では，絵本の読み聞かせに力を入れるほか，家庭への絵本の貸し

   出しを行っている。

     小学校・中学校では，多くの学校が朝の10分間読書に取り組んでいる。また，ボ

   ランティアの力を借りながらブックトーク（テーマに沿って数冊の本を紹介するこ

 と）やお話会を行い，学校図書館の利用をすすめている。

　　 しかしながら，どの分野でも取り組みが十分とはいえず，例えば，平成16年度の 
 市民図書館の登録者数は小学生が 2,646人（18,814人中)で14.1％，中学生が1,493  人（10,343人中）で14.4％と低い水準であり，小学校の現場からは「子どもの生活  の中で読書の占める割合が非常に低い」とのアンケート回答もあった。

　 すべての子どもたちが，自然な形で本に触れ合う機会を持つためには，子どもが  いつでも本に触れることができる読書環境を整える必要があるとともに，子どもた  ちに本を手渡し，読書への橋渡しをすることができるおとながもっと増える必要が  ある。

 (4) 計画の目的
   この計画は，高知市の子どもの気持ちが自然に読書に向かうように配慮しながら， 読書の楽しさ，大切さを伝え，本に出会う環境を整えることにより，子どもがより  よく生きていく力を育てることを目的とする。

   そのために，国の「基本的な計画」をもとに，家庭，学校，地域，図書館等，そ  れぞれが連携，協力し合って，「生きる力を育てる読書活動」を，より一層推進す  ることを目指し策定するもので，その基本的な方向と具体的な方策を明らかにする  ものである。

２．計画の期間
   この計画は，平成18 (2006) 年度から平成22 (2010) 年度までの５か年間を対象  とする。

   前半の３年間は環境整備を中心に，後半の２年間は整備された本や施設の活用と  広報を中心とする。

   ただし，必要に応じて見直しを行うものとする。

第２章 読書活動推進のための基本的方向
　高知市子ども読書活動推進計画は，すべての子どもが未来に希望を持ち，大好きな本と出会えることを目指して，「生きる力を育てる読書のまち・こうち」を基本目標に掲げ，次の３点を中心に構想し，家庭，幼稚園等，学校，地域，図書館等，それぞれが連携，協力し合ってその実現を目指す。

１．子どもの読書環境の整備
   子どもが読書習慣を身に付けるためには，乳幼児期に保護者が絵本の読み聞かせを  したり，親子で一緒に本を読んだりするなど，子どもが読書の楽しさに出会える機会  をつくることが重要である。

   また，子どもが読書に関心を持ったとき，自分の好きな本が自由に選べて自由に読  むことができ，読書について相談できる人のいる場所が身近になければならない。

   家庭，幼稚園等，学校，地域，図書館や関係機関が連携しながらそれぞれの立場で， 発達段階に応じて読書への「きっかけ」づくりを行うとともに，子どもたちの読書が  継続して行われ，習慣となるように取り組んでいく。

　 高知市民図書館では，図書館情報システムの有効活用を図りながら，図書資料や集  会・展示活動を充実するとともに，ボランティアと協力しながら地域の公民館などに  「配本所」を設置するなど，施設，設備の充実に努める。また，移動図書館バスを利  用して周辺部の学校や幼稚園等への団体貸出を積極的に行う。

   学校図書館は，これまで読書活動の場として主に利用されてきたが，近年は，総合  的な学習や調べ学習が取り入れられ，これらの学習への対応も求められるようになっ  てきている。

　 子どもが物語などの文学により親しみ，文化的な伝統を引き継いでいくことを大切  にしながら，一方でこれらの学習活動も支援できるよう，幅広い図書資料の充実に努  める。

　   また，平成14年度からモデル校を指定して図書館システムの導入とそのネットワー

　 ク化に取り組んでおり，平成17年度までに15校において運用が開始されている。今後

   も順次モデル校を増やし，学校図書館のシステム化やネットワーク化を進める。

２．子どもの読書にかかわる人材の育成と充実
　　 子どもの読書については，それぞれの年代に応じて，子どものことをよく知ってい

　 て，なおかつ，子どもの本について詳しい大人による橋渡しが必要である。

　   身近な場所で活動できるボランティアの養成や，読書の楽しさを知り，読む喜びを

   伝えられる保育士・教員など，豊かな人材の育成と充実を図る。

　   また，図書館や学校では，図書館司書や司書教諭の適正配置，職員の資質向上に努

     める。

３．啓発・普及・広報活動の推進
  子どもが読書習慣を身に付けるためには，まず，保護者やまわりのおとなたちが読書の意義や大切さを認識していることと，読書を実践していることが重要であり，啓発・普及・広報活動が必要である。

　本市では，現在，健診会場や子育て講座，幼稚園等，学校などそれぞれの場において，保護者に対し読書への関心と理解を深めるよう働きかけているが，子どもが成長していく上での読書の大切さや意義について，より一層周知を図っていく。

　また，「広く子どもの読書活動についての関心と理解を深めるとともに，子どもが積極的に読書活動を行う意欲を高める」という「子ども読書の日」の趣旨等を踏まえ，読書に関する記念日などには，読書に親しんでもらうための講演会や読書会などを開催するほか，広報紙や市の広報番組を利用して読書に関する啓発活動を行うなど，関係機関

　と連携・協力しながら，それぞれの立場で，読書の意義や大切さについての啓発活動を　積極的に展開していく。

（子ども読書活動推進計画の体系）
(基本目標)

「生きる力を育てる読書のまち・こうち」
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第３章  推進のための具体的な方策
１．家庭・地域における読書活動の推進
 (1)  家庭における読書活動の推進
  子どもは，読書活動を通じて言語能力を身に付けるだけでなく，感動や感銘の体験によって豊かな感性や情操を育むことができる。しかし，現実には，読書離れが進ん

でいる。その原因のひとつとして，家庭生活の中で，子どもの関心を読書に向かわせ

る動機付けが極めて不十分なことが指摘されている。

  子どもの読書習慣は，幼いころからの家庭の中での読書体験を通じて身に付くものであり，保護者が読書の意義や重要性を認識していることが大切である。

  また，子どもが読書を継続し読書習慣を身に付けることができるよう，家庭内の環境を整えることが必要である。

  （具体的な方策）
　　 ○ 保護者が子どもの本を楽しむための参考になるプログラムを図書館が中心にな

　　　　ってつくる。

　   ○ 子どもの発達段階に応じて行われる教育講座や講習会など，あらゆる機会を通

        じて読書の重要性の周知に努める。

　   ○ 親子読書の楽しさを伝えるため，絵本の読み聞かせやお話会などを積極的に支

        援する。

　   ○ 子どもにすすめたい本を展示会や，ポスター，チラシなどで紹介する。

　   ○ 家庭で親子読書に親しめるよう，読み聞かせの方法についての指導やアドバイ

        スを行う。

 (2)  地域における読書活動の推進
　    子どもの読書活動を推進するためには，自分の読みたい本が自由に選べ，読書ので

    きる場所が身近に整備されていなければならない。

    社会状況の変化に伴い多様化している子どもの読書需要に対応できるように，市民  図書館の図書資料を充実するとともに，地域ボランティアの協力による地域の公民館　などへの配本所設置に努めるなど，地域における読書環境の整備を行う。

    また，子どもの読書活動を推進するためには，子どもと本を結ぶ読書ボランティア  の存在が重要な役割を果たしている。特に，ボランティア団体は，地域における子ど  も読書活動を推進する上で，中核的な役割を担っており，欠かせない存在となってい  る。ボランティア養成のための講座を実施するなど，読書ボランティアの資質向上を  目指し支援していく。

  （具体的な方策）
　   ○ 子どもたちが自分の読みたい本を自由に選べるように児童用図書の充実に努め

        る。

　   ○ 地域ボランティアと協力し，公民館など身近にある施設への配本所設置に努め

        る。

　   ○ 図書館の分館・分室での読み聞かせや紙芝居などを通じて絵本や物語に触れる

　　　　きっかけづくりに努める。

　   ○ 学校，幼稚園等，配本所などと連携を密にし，きめ細かい配本活動を展開する。

　   ○ 移動図書館の児童用図書を充実し，地域サ－ビスの向上に努める。

　   ○ 読み聞かせなどのできる地域ボランティアの確保・養成に努める。

　   ○ 地域で行われている「子育てサークル」や「放課後児童クラブ」などで読み聞

　　　　かせなどを行うように働きかける。

　　 ○ 絵本を通じて，ことばや心を通わすことの楽しさ大切さを伝えるための「親子

　　　　絵本ふれあい事業」を市民図書館・分館・ふれあいセンター等で行い，読み聞

　　　　かせの方法や適した本の紹介などを行う。

２．幼稚園・保育所における読書活動の推進
(1) 本に親しむための機会の提供・充実
  幼児期に読書の楽しさに出会えることは，読書習慣を身に付けるために大変重要である。

  幼稚園等においては，日常保育や，未就園児童を対象として実施している「子育て支援活動」の中での読み聞かせや紙芝居など，子どもたちが絵本や物語に親しむための活動を積極的に行っている。

  乳児期においては，まだまだ，絵本はおもちゃの一部であるが，保育室の身近な場所にいつでも手に取れる状態で絵本があることで，親しみを持つことができる。また，その絵本を身近な存在である保育者や保護者に読んでもらうことで，喜びを与えてくれるものとなっていく。

  幼児期では，物語を楽しんだり，「ごっこ遊び」を展開することができるようになり，お話や読み聞かせに十分な時間が必要である。

  また，落ち着いて絵本の世界に遊ぶためには図書室などの特別な場所が必要であり，子ども自身の好奇心の広がりに合わせた，豊かな図書資料が必要である。

  幼稚園等においては，教育課程や保育計画の中で絵本や物語に親しむための時間を確保するとともに，子どもが興味を持つ絵本や紙芝居などの充実に努めることが求められる。

  （具体的な方策）
　   ○ 幼稚園等においては，絵本の読み聞かせや紙芝居を積極的に行うなど，子ども

        たちが絵本や物語に親しむ機会の提供に努める。

　   ○ 教職員が絵本の読み聞かせやお話の大切さを共有できる学習会などを行う。

　   ○ 絵本を題材にして，絵本の中の言葉遊びを子どもたちと楽しみ，絵本の世界を

        共有し，絵本の楽しさに触れる機会をつくる。

     ○ 図書館職員が幼稚園等に出向いて絵本の読み聞かせや紙芝居を積極的に行うな

        ど，幼稚園等における読書活動支援の充実に努める。

　   ○ 移動図書館の児童用図書の充実に努め，幼稚園等へのきめ細かいサービスの提

　　　　供に努める。

  (2) 読書環境の整備
      幼稚園等では，日ごろから読み聞かせを取り入れたり，図書コーナーを設置して子

    どもが自由に絵本に触れることができる環境づくりに取り組んでいる。また，保護者

    に対しては，園だより等で絵本の紹介をしたり，貸し出しを行っている。

      図書資料の充実を図るとともに，図書コーナーの設置場所や配架に配慮し，本のあ

    る生活の場を自然につくり，子どもが自由に絵本に触れることができる環境の整備を

    進める。

    （具体的な方策）
       ○ 幼稚園等における児童用図書を充実し，子どもたちが自由に絵本に触れること

        ができるコーナーを設ける。

       ○ 「見る・聞く」ことを意識し，「触る・なめる」ことなどを想定した絵本を置

          く。

     ○ 保護者等が迎えに来たときに，絵本を一緒に楽しめるように書架の配置を工夫

　　　　する。

(3) 保護者等への読書活動の働きかけ
　  読書離れの原因の一つに，乳幼児期からの子どもの関心を読書に向かわせる動機付  けが極めて乏しいことが上げられている。

    保護者をはじめ周囲のおとなは，読書体験が子どもの豊かな人格の形成に大きな役  割を果たすことを改めて認識する必要がある。その上で，物語に触れる楽しみを，読  み聞かせや体験談によって子どもに伝えると同時に，保護者自身が読書に親しむこと  が重要である。

    保護者等に対しては，家庭で子どもと一緒に絵本を読むことや，読み聞かせを行う　ことの大切さを伝えるとともに，絵本の紹介や読み聞かせ方法についてのアドバイス　を行うなど，継続的な親子の読書活動の推進に取り組んでもらえるように働きかける。　合わせて，家庭への絵本の貸し出しに取り組む。

  （具体的な方策）
     ○ 保護者会の研修，クラス懇談会，参観日などの機会に読み聞かせをし，保護者

        にも実際に絵本に触れてもらい，絵本の楽しさ，親子読書の重要性を伝え，親

        子読書を始めるきっかけづくりに努める。

　   ○ 幼稚園等でＰＴＡのための読み聞かせ講座などを開催し，保護者等にボランテ

　　　　　ィアとして園などで活動してもらうよう働きかけを行う。

　   　○ 家庭への絵本の貸し出しを行う。

３. 学校における読書活動の推進
  (1)  読書指導の充実
      読書は心の成長のよりどころであり，知性・感性に磨きをかけ豊かな人間性を培う

　　ためには不可欠である。読書習慣の定着を図るためには，学校や家庭，地域が一体と

　　なり，子どもと本をつなぐ楽しい方法や環境づくりの在り方を探ることが重要である。

      学校では，国語科など各教科の中での指導のみならず，読み聞かせ，ブックトーク，

　　おすすめの本の紹介など，工夫を凝らした継続的な試みが必要である。また，「朝の

　　読書」の取り組みは，読書を生活の一部として位置付けるのに効果があり，高知市で

　　も多くの学校が取り組んでいる。いずれにしても，読書指導には子どもの自主性を尊

　　重し，個性に応じたきめ細かい対応をすることが大切である。

    （具体的な方策）
       ○ 読書の楽しさを体得できる授業の創造に努める。

       ○ ブックトークやおすすめの本の紹介，読書への広報活動を活発にする。

       ○ 「朝の読書」など，読書が生活の一部として位置付けられる時間を設定する。

       ○ 家庭読書への呼びかけを積極的に行う。

       ○ 子どもに本を手渡す人（教職員，司書，ボランティアなど）が合同で研修会を

　　　　　開催するなど，「人」のネットワークづくりを進める。

  (2) 学校図書館の充実
      変化の激しい現代社会では，生涯学習の基礎づくりを念頭に置き，主体的に学ぶ力

　　を身に付けることが求められている。

      平成１5年に学習指導要領の一部が改正され，「総合的な学習の時間の取り扱い」

　　において，学校図書館の積極的な活用が明示されるなど，「自ら学ぶ」学習の展開に

　　学校図書館が担う役割は大きくなった。

      そのためには，「学習・情報センター」としての機能を充実させ，図書資料，新聞，

　　雑誌，ビデオ，ＣＤ，ＤＶＤなど多様な情報資料の整備や，インターネットによる情

　　報源へのアクセスが可能となる環境づくりが必要となる。また，児童・生徒が十分に

　　使いこなせるために「図書館リテラシー（活用術）」の教育も重要である。

      そして，図書館が，学んだことを発表したり交流を深めたりする学習広場・学習ミ

　　ュージアムとして学校の中心に位置付けられるようになると，新たな学びへの意欲の

　　創出やコミュニケーション力の育成につながると期待できる。また，図書館の機能を

　　効率よく活用するために発達段階に応じた利用指導を行って，「学びの学習」をする

　　ことも必要である。

      子どもたちの様々な心の問題が増えてきている現在，「学校の心のオアシス」とし

　　　　て子どもがリラックスできたり，豊かな生き方を模索する場所としての役割を併せ持

　　つことが求められている。

　  （具体的な方策）
　　　 ○ 図書資料，刊行物，音声，映像，電子情報等，様々な情報資料を収集・選択・

　　　　  整理し，充実を図る。

　　　 ○ 授業に効率よく資料が使えるように，学習計画に基づいた蔵書構成のプランを

          立て，学習に役立てる。

       ○ 図書の選定は，保護者や子どもたちの希望も受け入れられるような方法を検討

　　　　　する。

  　　 ○ 図書資料を主体的に学習に利用できるように，各授業の中で「図書館リテラシ

　　　　　ー（活用術）」ともいうべき利用指導を行う。

       ○ 子どもがリラックスできる環境づくりに留意する。

　　　 ○ 地域の資料や，子どもたちが学習活動で作成した資料を収集・保存する。

  (3)  学校図書館のネットワーク化
       高度情報化時代の学校図書館では，コンピュータの導入によって蔵書情報のデー

    タベース化や検索システムの構築が可能となり，より機能的な図書館運営ができるよ

    うになった。

      また，学校図書館間のネットワーク化も全国的に広がりつつある。地域全体の豊富

    な資料を相互検索できるようにして，読書指導や各教科等の学習に活用することで，

    より一層学校図書館の機能の充実を図ることが求められている。

      高知市では，各学校の蔵書名や数量等がコンピュータで検索できる図書システムの

    導入について，平成14年度からモデル校方式で取り組んでいるが，高知市の地域情報

　　化計画に基づき，今後も順次モデル校を増やし，学校図書館のシステム化やネットワ

    ーク化を進める。

  （具体的な方策）
　　 ○ 高知市立学校において，モデル校を中心にコンピュータによる図書検索ができ

　　　　る学校図書館システムの構築とネットワーク化を進める。

     ○ 高知市立学校間及び市民図書館との連携による，資料の有効活用法を検討する。

     ○ 学校間や市民図書館との資料の相互貸借が，必要に応じて円滑にできるような

　　　　物流のシステムについても検討する。

  (4)  司書教諭の配置
　 司書教諭は，学校図書館資料の選択・収集・提供や子どもの読書活動に対する指  導を行うなど，学校図書館の運営・活用について中心的な役割を担うものであるこ  とから，全学校にその配置を図ることが望ましい。

   平成15年度以降，12学級以上の学校には司書教諭が配置されているが，学級担任  と兼任している場合が多く，学校図書館の仕事に専任できる体制づくりが課題にな っている。

   司書教諭が，学校図書館の運営や児童への図書館利用教育，教員への活発な利用 方法の提案などが行えるよう，学校内での職務内容を明確にし，司書教諭の役割に ついて行政・教職員・保護者の理解を図る。

 （具体的な方策）
  ○ 学校図書館法により，12学級以上の学校に司書教諭を配置しているが，全校

     に配置できるよう，国・県に働きかける。

  ○ 司書教諭が活動しやすいように支援の体制づくりを進める。

  ○ 司書教諭の資質向上のために，研究を深めるとともに，情報の共有化を図る。

(5)  特別支援の必要がある子どもたちの読書活動の推進
       特別支援の必要がある子どもが，豊かな読書活動を体験できるよう，必要とする

　　 支援の状態に応じた選書や環境の工夫，視聴覚機器の活用等の優れた実践事例の紹

　　 介等により推進を図る。また，点字図書館等の点字データ，朗読テープの相互利用

     を促進する。

      (具体的な方策）
　　 　 ○ 子ども一人ひとりの特性に応じた読書指導の研究，情報交流を深める。

        ○ 大型絵本，触る絵本，飛び出す絵本など，読書に親しみやすい図書を身近に

           増やす。

        ○ 点字図書館，朗読テープなどの利用を促進する。

４．図書館における読書活動の推進
  (1)  図書館資料の充実
　   図書館は，子どもたちが自分の読みたい本を自由に選び，読むことができる場所，

　 保護者が自分の子どもに読ませたい本を選ぶことができる場所であり，豊富な図書

   館資料が備えられていなければならない。

　   市民図書館では，本館の１階に独立した「こども室」を設けて子どもの読書活動

   推進に取り組んでおり，平成17年４月１日現在の児童用図書は，本館 59,600 冊,

　 分館70,300 冊, 分室90,500 冊, 移動図書館 35,300 冊で合計 255,700冊となって

   いる。

　　 近年，社会状況の変化に伴い，調べ学習や総合学習への対応など，子どもの読書

   需要が多様化しており，これらに対応できる図書館資料の充実に努める。

　　 児童用図書の選書・購入は，こども室が分館・分室を含む市民図書館全体を一括

　 して行っており，購入に当たっては，市全体のバランスを考慮するように努める。

   （具体的な方策）
　　  ○ 読み継がれてきたものを大切にしながらも，新しい読書需要に対応できるよ

　　　　 う，資料の充実に努める。

　　　○ 資料は，市全体のバランスを考慮しながら整備する。

　　　○ 児童用図書は，乳幼児・就学前児童・小・中学生など，それぞれの年代を考

　　　　 慮して整備するように努める。

　　　○ 子どもたちが利用しやすい配架に努める。

(2)  集会・展示活動の充実
     図書館には，子どもたちが読書と出会い，読書の楽しさを知り、習慣として身に

   付くようにするため，様々な催しや行事を実施することが求められている。

　　 こども室では，毎月定例的に「ちいさい人たちのための絵本とお話にであう会」

   を開催するとともに，絵本の読み聞かせや紙芝居などを随時行っている。また，子

   どもたちが読書に興味を持つように，自分で絵本をつくる「日曜こども童話教室」

　 を毎年開催している。

　   分館・分室においても，それぞれ子どものコーナーを設け，絵本の読み聞かせや

   紙芝居などを随時開催している。

　   今後とも，こども室を中心に分館・分室においても，読書へのきっかけづくりと

   しての集会・展示活動を工夫を凝らしながら展開するとともに，絵本の読み聞かせ

   などのできる人材確保に努める。

   （具体的な方策）
 　   ○ こども室を中心に，絵本の読み聞かせなどの集会・展示活動を実施する。

      ○ 「子ども読書の日」や「子ども読書週間」など，いろいろな機会をとらえ，

　　　　 子どもと保護者に読書の喜びを知ってもらえるような記念行事を実施する。

　    ○ 子どもたちに図書館に親しんでもらうため，館内見学を積極的に受け入れる。

　    ○ 図書館の仕事を理解し，興味を持ってもらうため，中学生の体験学習を積極

         的に受け入れる。

　    ○ 絵本の読み聞かせなどのできるボランティアなど，人材確保に努める。

      ○ 県立図書館や高知こどもの図書館と連携しながら，図書館活動を展開する。

(3)  職員の資質向上
     こども室担当者をはじめ児童サービスにかかわる職員は，児童用図書の選択・整

　 理・提供や子どもの読書活動に関する相談指導など，子どもの読書活動を推進する

   上で重要な役割を果たしている。

     子どもの心に向き合い，求めているのものを想像し，その本を手渡すという基本

　 的な児童サービスのほか，学校における調べ学習や総合的な学習への対応が求めら

   れるようになるなど，児童図書に関する専門的な知識，技術を有する司書の必要性

   がますます強くなってきている。

　　 職員数に対する司書有資格者率の低下は図書館活動の停滞につながることになる

　 ので，司書の適正な配置に努めるとともに，職員の司書資格取得についても積極的

   に支援していく。

　　 選書や資料提供について，職員相互で協議や研究を行うほか，先進館から講師を

　 招いて学習会を行うなど，職員のスキルアップを図る。

     また，分館・分室の職員についても，資質向上を図るため，本館での研修や県立

   図書館などが行う研修への参加を要請していく。

　 （具体的な方策）
 　　 ○ 司書の適正配置に努める。

   　 ○ 職員の司書資格取得について積極的に支援する。

　 　 ○ 職員の資質向上を図るための研修を実施するとともに，分館・分室職員には

         参加を要請する。

　　  ○ 県立図書館などが行う研修に積極的に参加するとともに，分館・分室職員に

         は参加を要請する。

(4)  障害のある子どもたちの読書活動の推進
     すべての子どもにとって，読書は大切なものであり，障害のある子どもも，自由

　 に読書活動ができるような環境でなければならない。

　　 高知市では，市民図書館と点字図書館が同一施設内にあり，視覚障害がある子ど

   もたちへの読書活動を推進している。また，移動図書館が養護学校を巡回するなど，

   図書館を利用できない子どもたちへの読書活動への支援を行っている。

     今後とも，障害のある子どもたちが読書を楽しめる環境を整備していくことが重

   要である。

   （具体的な方策）
      ○ 在宅身体障害者(児)図書郵送貸出事業の周知に努め，利用者の拡大を図る。

　　  ○ 大活字本や録音図書，点字図書などを充実する。

　　  ○ 手話や字幕入りの映像資料を充実する。

　　  ○ 障害者施設への移動図書館バスによるサ－ビスを充実する。

　　  ○ 手話や点訳のできる職員やボランティアの養成と確保に努める。

　　  ○ お話や対面朗読のできる職員，ボランティアの養成と確保に努める。

(5)  図書館相互の連携・協力体制の整備
     近年，子どもたちが必要とする資料・情報は，多種多様になっており，単独の図

   書館が所有する資料・情報では，要求に答えられない場合がある。これらに対応す

   るためには，県立図書館による支援体制や図書館相互の補完・協力体制が整備され

   ていることが重要である。

　   市民図書館は，平成14年３月に高知県が構築した「高知県横断検索システム」に

   加入し，県立図書館や加入館の蔵書検索を行っているが，より活用し相互貸借を行

   っていく。

　   また，高知こどもの図書館に集会展示用の図書を貸し出すなど，県立図書館や高

　 知こどもの図書館と協力しながら，子どものための行事を展開していく。

　 （具体的な方策）
　    ○ 高知県横断検索システムの充実と市町村図書館への支援を高知県に要請する。

　    ○ 他館の情報収集及び相互貸借を積極的に行う。

　      ○ 他館と連携・協力しながら，工夫を凝らした集会・展示活動を積極的に行う。

(6)  広報活動の充実
     すべての子どもが，本に親しむことのできる環境を整備するため，子どもや保護

   者をはじめとしたおとなに対して，読書の大切さや楽しさを理解してもらわなけれ

　 ばならない。

     本市では，健診会場や子育て講座をはじめ，様々な機会を通じて読書への関心と

   理解を深める広報活動を行っているが，今後とも，子どもの読書活動に関する情報

   を，市の広報紙などを活用して広く市民に提供していくなど，一層の広報活動が必

   要である。

   （具体的な方策）
 　   ○ 健診会場や子育て講座など，あらゆる機会を通じて読書の意義や大切さの周

         知に努める。

　    ○ 「子ども読書の日」「文字・活字文化の日」や読書週間に合わせて，読書会

         や記念講演会などの行事を実施し，広くその意義を知ってもらう。

　    ○ 小中学生の優秀作文を収録した「小砂丘賞作品集」の発行を通して，子ども

         読書活動を推進する。

　    ○ 「子ども読書の日」等のポスターを活用した読書活動推進の啓発を実施する。

　    ○ 子どもに読ませたい本のリスト，ポスターの作成や展示会の開催など，優れ

         た図書に関する情報提供に努める。

　    ○ 広報紙やラジオ，テレビなどあらゆる広報手段を活用して，読書に関する広

         報・啓発活動を積極的に行うとともに，ホームページの充実を図る。

　　  ○ 館内に読書案内や活動報告を掲示するなど，働きかけを活発に行う。

第４章  施策の実現に向けて
１．関係機関との連携・協力体制の整備
  子どもの読書活動を推進するためには，市民図書館と幼稚園等や小・中学校をはじめとする関係機関が密接な連携・協力を図ることが重要である。

  中でも，子どもの読書活動を支援するため，団体貸し出しや，子どもが図書館へ行って体験学習を行うなど，図書館と学校が相互に積極的に交流することにより，子どもが本や図書館に親しむ機会を増やすことが必要である。

  市民図書館と学校図書館等との連携を図りながら，児童用図書に関する各種情報の相互利用を進めるなど，読書活動の推進を図っていく。

　また，関係機関が協働して，子どもの読書傾向調査を行い，実態や動向の把握に努め

施策実施に利用していく。

２．地域との協働による推進
　　計画の推進に当たっては，地域で自主的に読書活動をしているボランティア団体やＮ

ＰＯ，民間事業者等とともに協働して読書活動を支援していく。

  また，ボランティア団体等の読書活動を支援しながら，継続してボランティアを養成するなど，地域との協働による子ども読書活動の推進を図っていく。

３．広報・啓発活動の推進
    子どもの自主的な読書活動を推進するためには，子どもの読書活動の意義や重要性に  対する，市民の間の広い関心と深い理解が必要である。

    学校や子ども読書活動の推進に取り組む民間団体等との連携を図りながら，あらゆる  機会を通じて，広く普及・啓発活動を推進する。

４．財政上の措置
　　計画の実現に向けて，必要な予算措置等の財政的支援を国や県に要請する。

               資    料    編
      １．高知市子ども読書活動推進計画策定委員会設置要綱

      ２．高知市子ども読書活動推進計画策定委員

      ３．読書環境アンケート調査（抜粋）

      ４．子ども読書活動の推進に関する法律

      ５．文字活字文化振興法

      ６．高知市子ども読書活動推進計画の事業一覧

高知市子ども読書活動推進計画策定委員会設置要綱
　（設置）

第１条　子どもの読書活動の推進に関する法律（平成13年法第 154号）第９条の規定

   eq \o\ad(に基づき， 高知市における子どもの読書活動の推進に関する施策についての計画  ,　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　) 
  （以下「読書活動推進計画」という。）を策定するに当たり, 市民の意見を反映さ  せるため, 高知市子ども読書活動推進計画策定委員会（以下「委員会」という。）  を設置する。

　（所掌事項）

第２条　委員会の所掌事項は, 次のとおりとする。

  (1) 読書活動推進計画の策定に関すること。

　(2) 読書活動推進計画策定に係る資料の収集に関すること。

  (3) その他読書活動推進計画に関すること。

  （組織）

第３条　委員会は, 次に掲げる者のうちから, 教育長が委嘱する８人以内をもって組  織する。

　(1) 学識経験者

　(2) 行政機関の職員

　(3) その他教育長が必要と認める者

２　委員会に委員長及び副委員長を置き, 委員の互選によりこれを定める。

３　委員長は, 会務を総理し, 委員会を代表する。

４　副委員長は, 委員長を補佐し, 委員長に事故あるときは, その職務を代理する。

　（委員の任期）

第４条　委員の任期は, 平成18年３月31日までとする。ただし, 補欠委員の任期は,   前任者の残任期間とする。

　（会議）

第５条　委員会は, 委員長が必要に応じて招集し, 委員長が議長となる。

　（資料提供その他の協力）

第６条　委員会は, その所掌事務を遂行するために必要と認めるときは関係部局その  他のものに対し, 資料の提供, 意見, 説明, その他の協力を求めることができる。

　（庶務）

第７条　委員会の庶務は, 教育委員会市民図書館において処理する。

　（その他）

第８条　この要綱に定めるもののほか, 委員会の運営に関し必要な事項は, 委員長が  委員会に諮って定める。

　　  附　則

　（施行期日）

１　この要綱は, 平成17年２月１日から施行する。

　（会議招集に関する特例）

２　施行日以後最初に開催される委員会は, 第５条の規定にかかわらず, 教育長が招  集する。

  高知市子ども読書活動推進計画策定委員
         委 員 長      加藤    勉         高知大学人文学部教授

       副委員長      森尾   靖子        ボランティア

       委    員      栗田   和代        高知市立石立保育園保育士

       委    員      橋詰   紀子        高知市立横内小学校教諭

       委    員      村井   由岐子      高知市立市民図書館協議会委員

       委    員      島田   千佐子      高知県立図書館利用サービス課長

       委    員      藤田   加代        前高知女子大学教授

                       ※  任期：平成17年４月１日から平成18年３月31まで

読書環境アンケート調査の集計結果（抜粋）
１．趣　　旨　高知市子ども読書活動推進計画の策定に当たり，その基礎資料として実施

　　　　　　　する。

２．実施期間  平成17年10月27日～平成17年11月４日

３．対    象　高知市内の幼稚園，保育所，小学校，中学校


送付数


回答数


回答率 (％）



幼 稚 園


 　  　　19


 　　　　16


        84.2



保 育 所


 　    　83


 　　　　61


 　     73.5



小 学 校


 　　  　45


 　　　　37


 　     82.2



中 学 校


 　    　23


 　　　　15


 　     65.2



合    計


 　   　170


 　　 　129


 　　   75.9



４．調査結果 
(1) 図書室または図書コーナーはありますか。


幼稚園


保育所



 図書室がある


 　           6


              3



 図書のコーナーがある

10


48



    な   い


 　　         1


10



(2) 蔵書数は何冊ぐらいありますか。


幼稚園


保育所


小学校


中学校



     500冊未満


 　 　 1


24





   1,000冊未満


 　　  3


19


 　　  1




   5,000冊未満


11


13


 　　  4


 　　 3



  10,000冊未満




26


 　　 7



  50,000冊未満


 　　  1



 　　  5


 　　 5



  50,000冊以上







 　 無回答




 　　  1




(3) ボランティアの受け入れをしていますか。


幼稚園


保育所


小学校


中学校



している


10


        2


21


      3



 　していない


 　    6


 　    58


 　　　9


 　　12



　 （している場合）


幼稚園


保育所


小学校


中学校



内    容


 読み聞かせ　
 図書室の整理
 誕生会

 ストーリーテリング　
 読み聞かせ
 誕生会　　　

 ストーリテリング
 読み聞かせ　
 図書の整理　
 図書室の整理
 貸出し・返却
 図書の飾付け

 図書の整備　
 図書室の整備
 貸出し　　　
 図書館業務  
 ブッカーがけ


(4) 読み聞かせをしていますか。


幼稚園


保育所



 　している


16


61



 　していない


 　           0


 　 　 　　　 0



　 （している場合）

 毎日決まった時間

14


52



 園児が要求した時

 　       　　0


18



その他


 　　　  　　 4 
 (計画して実施， 保育の状況，雰
 囲気に合わせて実施)

 　　　　　　 7

 (クラスにより違う，保育の状況
 等に合わせて，昼食時に実施等)


(5) 子どもの読書について公立図書館以外との連携があれば。


幼稚園・保育所


小・中学校



内    容


 ・移動図書館や近くの図書館(室)
   を利用している。
 ・保，幼，小，中の連携で情報交
   換の場として利用している。
 ・本の納入業者と話をして情報 
   を集めている。
 ・出版社から話を聞いている。  
 ・視聴覚ライブラリーを利用して
   いる。　　　　　　　　　　　
 ・保護者などに読み聞かせをして
   もらっている。　　　　　　　
 ・絵本づくりの指導や読み聞かせ
   の大切さについて会を開いた。

 ・学校間(図書システム完了校)で
   の相互貸借。　　　　　　　　
 ・社会人講師にストーリーテリン
   グを年1回実施。　　　　　　
 ・ストーリーテリングを学期に1 
   回実施。　　　　　　　　　　
 　　　　　　　　　　　　　　　
 　　　　　　　　　　　　　　　
 　　　　　　　　　　　　　　　
 　　　　　　　　　　　　　　　
 　　　　　　　　　　　　　　　
 　　　　　　　　　　　　　　　
 　　　　　　　　　　　　　　


(6) 朝の読書の時間を実施していますか。


小学校


中学校



している


24

   (毎日 8，日を決めて 16) 

14

 　(毎日 14，日を決めて 0)


 　していない


13


               1



(7) 朝以外にも読書の時間を設けていますか。


小学校


中学校



内    容


 ・各学級でそれぞれに　　　
 ・各学年で週1時間　　　　　
 ・毎日，昼掃除の後，10分間
 ・毎日，13：50から14：00　
 ・5校時前の10分間　　　　　
 ・図書の時間に　　　　　　
 ・学習課題終了後に読書等

 ・国語科で余裕ができたとき
 ・選択授業で　　　　　　　
 ・週1回，可能なとき　　　　
 ・設けていない　　　　　　
 　　　　　　　　　　　　　
 　　　　　　　　　　　　　
 　　　　　　　


(8) その他の読書活動について何かあれば。


小学校


中学校



内    容


 ・選書会　　　　　　　　　
 ・読み聞かせ(図書委員等が)
 ・ストーリーテリング　　　
 ・6年生が1年生に読み聞かせ
 ・読書まつり　　　　　　　
 ・図書委員によるテレビを使 
   った図書だより　　　　　
 ・読書郵便　　　　　　　　
 ・全国訪問おはなし隊を招く
 ・百人一首　　　　　　　　
 ・選書会　　　　　　　　　
 ・ブックトーク　　　　　　
 ・読み聞かせ　　　　　　　
 ・学期始めと学期終わりに1週
   間ずつ，放送を使って読み 
   聞かせ　　　　　　　　　
 　　　　　　　　　　　　　
 　　　　　　　　　　　　　





５．意見・感想（抜粋）
 (1) 幼稚園・保育所

 ・ イベントを追いかけたり，外食をしたり，習い事に行ったりと，ゆっくり親子で

    絵本を楽しむ時間が取れていない状況である。

 ・ テレビ視聴の時間が増えている。

 ・ 子どもたちを取り巻く読書環境は，騒がれている割には「子ども不在」「本不在」

　  「読まされている」活動が盛んに行われているように感じる。

 ・ 幼稚園の時期にしっかりと読書体験をすることが重要である。

 ・ 保育の中で，絵本の読み聞かせを位置付けて毎日続けている。

 ・ 一冊の絵本から様々な想像が膨らみ，子どもたちの心の中に素晴らしい世界を作

    ってくれ，その絵本が一生の宝物となり，子どもたちの心の中に残っていくこと

    を願って，いつも読み聞かせをしている。

 ・ 絵本は，子どもたちの成長の一助となるので，今後も読み聞かせに取り組んでい

    きたい。

 ・ 保育園では，貸し出しをしたり，コーナーに絵本を置いたりして，いつも子ども

    の目に触れる所に置くように心がけている。

 ・ 本好きの子どもに育つように，子どもたちの喜ぶ読書環境を整えられるよう心が

    けている。

 ・ いろいろな絵本に出会えるよう環境づくりを大切にしていきたい。

 ・ 落ち着いて親子で読んだり，選んだりできる，絵本に親しめる図書館がほしい。

 ・ 友達が借りて面白かった本を，別の子どもが借りていくことがあり，友達の影響

    を感じる。

 ・ 熱心なお母さんが週に何度かボランティアで絵本の読み聞かせに取り組んでくれ

    ている。その輪が広がってほしい。

 ・ 少しお手伝いをしていただける組織があれば教えてほしい。

 ・ 年長の子どもは，図書館バスをよく利用している。

 ・ 参観日の一部を割いて保護者に読み聞かせの大切さを感じてもらうようにしてい

    る。

 ・ 読み聞かせを続けていれば，必ず子どもは本好きになる。家庭との連携が大切で，

    親にも本好きになってもらう必要性を感じる。

 (2) 小学校・中学校

 ・ 児童の生活の中で，読書の占める割合が非常に低い。感性や情感に乏しく，言葉

    の力も大変弱い。

 ・ 子どもたちは軽い本 (まんがや低学年向きの本）を読む傾向がある。

 ・ 朝読書を実施することにより，生徒の読書に関する意識が徐々に芽生えつつある。

 ・ 少しずつではあるが，読書の大切さが見直されてきているように感じる。

 ・ 読書郵便を実施することにより，個人の読みを深め，読書の輪を広げるようにし

    ている。

 ・ 授業の中で，簡略化したブックトークを行ったが，読書の推進につながると感じ

    た。

 ・ 子どもたちは，読み聞かせのボランティアが来るのを楽しみにしている。

 ・ 小学校に専任の司書がいると，児童の読書量が増えるし，内容も豊かになる。

 ・ 司書教諭がクラス担当等の兼任のため，児童へのサービス，情報提供が十分でき

    ていないことが心苦しい。

 ・ 本嫌いな子どもにどう関わるのか，どんな本をどう読ませていくかが課題である。

 ・ 学校図書館がいつも開館していて，公共図書館と連携ができることを希望する。

 ・ 常に開いている図書室も大事だが，兼任教員では絶対に不可能。

 ・ 小中学校のネットワークが完了して，市民図書館とのネットワークが利用できる

    システムにならないか。

 ・ 児童数に対して図書室の本が少ないので，予算を増やしてほしい。

 ・ 図書室には，古い本が多く，図書費も少ないため，新しい本がないことが残念。

 ・ 学級文庫に新しい本が入荷した。身近な所に興味を持ってもらえるような環境づ

    くりを心がけたい。

 ・ 図書館の職員の対応が不機嫌だったり，親切でないことがあり，借りづらかった

    ようだ。

 ・ できるだけ読書の機会を与えてあげたいが，市中心部から離れているので，現状

    では難しい。

子どもの読書活動の推進に関する法律
平成13年12月12日 公布・施行

　（目的）

第１条　この法律は，子どもの読書活動の推進に関し，基本理念を定め，並びに国及び地　元公共団体の責務等を明らかにするとともに，子どもの読書活動の推進に関する必要な　事項を定めることにより，子どもの読書活動の推進に関する施策を総合的かつ計画的に　推進し，もって子どもの健やかな成長に資することを目的とする。

　（基本理念）

第２条　子ども（おおむね18歳以下の者をいう。以下同じ。）の読書活動は，子どもが，　言葉を学び，感性を磨き，表現力を高め，創造力を豊かなものにし，人生をより深く生　きる力を身に付けていく上で欠くことのできないものであることにかんがみ，すべての　子どもがあらゆる機会とあらゆる場所において自主的に読書活動を行うことができるよ　う，積極的にそのための環境の整備が推進されなければならない。

　（国の責務）

第３条　国は，前条の基本理念（以下「基本理念」という。）にのっとり，子どもの読書　活動の推進に関する施策を総合的に策定し，及び実施する責務を有する。

　（地方公共団体の責務）

第４条　地方公共団体は，基本理念にのっとり，国との連携を図りつつ，その地域の実情　を踏まえ，子どもの読書活動の推進に関する施策を策定し，及び実施する責務を有する。

　（事業者の努力）

第５条　事業者は，その事業活動を行うに当たっては，基本理念にのっとり，子どもの読　書活動が推進されるよう，子どもの健やかな成長に資する書籍等の提供に努めるものと　する。

　（保護者の役割）

第６条　父母その他の保護者は，子どもの読書活動の機会の充実及び読書活動の習慣化に　積極的な役割を果たすものとする

　（関係機関等との連携強化）

第７条　国及び地方公共団体は，子どもの読書活動の推進に関する施策が円滑に実施され　るよう学校，図書館その他の関係機関及び民間団体との連携の強化その他必要な体制の　整備に努めるものとする。

　（子どもの読書活動推進基本計画）

第８条　政府は，子どもの読書活動の推進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図る　ために，子どもの読書活動の推進に関する基本的な計画（以下「子ども読書活動推進基　本計画」という。）を策定しなければならない。

２  政府は，子ども読書活動推進基本計画を策定したときは，遅滞なく，これを国会に報  告するとともに，公表しなければならない。

３  前項の規定は，子ども読書活動推進基本計画の変更について準用する。

　（都道府県子ども読書活動推進計画等）

第９条　都道府県は，子ども読書活動推進基本計画を基本とするとともに，当該都道府県　における子どもの読書活動の推進の状況等を踏まえ，当該都道府県における子どもの読　書活動の推進に関する施策についての計画（以下「都道府県子ども読書活動推進計画」　という。）を策定するよう努めなければならない。

２　市町村は，子ども読書活動推進基本計画（都道府県子ども読書活動推進基本計画が策　定されているときは，子ども読書活動推進基本計画及び都道府県子ども読書活動推進基　本計画）を基本とするとともに，当該市町村における子どもの読書活動の推進状況等を　踏まえ，当該市町村における子どもの読書活動の推進に関する施策についての計画（以　　下「市町村子ども読書活動推進計画」という。）を策定するよう努めなければならな  い。

３　都道府県又は市町村は，都道府県子ども読書活動推進計画又は市町村子ども読書活動　推進計画を策定したときは，これを公表しなければならない。

４　前項の規定は，都道府県子ども読書活動推進計画又は市町村子ども読書活動推進計画　の変更について準用する。

　（子ども読書の日）

第10条　国民の間に広く子どもの読書活動についての関心と理解を深めるとともに，子ど　もが積極的に読書活動を行う意欲を高めるため，子ども読書の日を設ける。

２　子ども読書の日は，４月23日とする。

３　国及び地方公共団体は，子どもの読書の日の趣旨にふさわしい事業を実施するよう努　めなければならない。

　（財政上の措置等）

第11条　国及び地方公共団体は，子どもの読書活動の推進に関する施策を実施するため必　要な財政上の措置その他の措置を講ずるよう努めるものとする。

　　　附　則

　この法律は、公布の日から施行する。

文字活字文化振興法
平成17年７月２9日 公布・施行

  （目的）

第１条　この法律は、文字・活字文化が、人類が長い歴史の中で蓄積してきた知識及び知  恵の継承及び向上、豊かな人間性の涵養並びに健全な民主主義の発達に欠くことのでき  ないものであることにかんがみ、文字・活字文化の振興に関する基本理念を定め、並び  に国及び地方公共団体の責務を明らかにするとともに，文字・活字文化の振興に関する  必要な事項を定めることにより，我が国における文字・活字文化の振興に関する施策の  総合的な推進を図り，もって知的で心豊かな国民生活及び活力ある社会の実現に寄与す  ることを目的とする。

  （定義）

第２条　この法律において「文字・活字文化」とは，活字その他の文字を用いて表現され  たもの（以下この条において「文章」という。）を読み，及び書くことを中心として行  われる精神的な活動，出版活動その他の文章を人に提供するための活動並びに出版物そ  の他のこれらの活動の文化的所産をいう。

  （基本理念）

第３条　文字・活字文化の振興に関する施策の推進は，すべての国民が，その自主性を尊  重されつつ，生涯にわたり，地域，学校，家庭その他の様々な場において，居住する地  域，身体的な条件その他の要因にかかわらず，等しく豊かな文字・活字文化の恵沢を享  受できる環境を整備することを旨として，行われなければならない。

２　文字・活字文化の振興に当たっては，国語が日本文化の基盤であることに十分配慮さ  れなければならない。

３　学校教育においては，すべての国民が文字・活字文化の恵沢を享受することができる  ようにするため，その教育の課程の全体を通じて，読む力及び書く力並びにこれらの力  を基礎とする言語に関する能力（以下「言語力」という。）の涵養に十分配慮されなけ  ればならない。

  （国の責務）

第４条　国は，前条の基本理念（次条において「基本理念」という。）にのっとり，文字  ・活字文化の振興に関する施策を総合的に策定し，及び実施する責務を有する。

  （地方公共団体の責務）

第５条　地方公共団体は，基本理念にのっとり，国との連携を図りつつ，その地域の実情  を踏まえ，文字・活字文化の振興に関する施策を策定し，及び実施する責務を有する。

  （関係機関等との連携強化）

第６条　国及び地方公共団体は，文字・活字文化の振興に関する施策が円滑に実施される  よう，図書館，教育機関その他の関係機関及び民間団体との連携の強化その他必要な体  制の整備に努めるものとする。

  （地域における文字・活字文化の振興）

第７条　市町村は，図書館奉仕に対する住民の需要に適切に対応できるようにするため，  必要な数の公立図書館を設置し，及び適切に配置するよう努めるものとする。

２　国及び地方公共団体は，公立図書館が住民に対して適切な図書館奉仕を提供すること  ができるよう，司書の充実等の人的体制の整備，図書館資料の充実，情報化の推進等の  物的条件の整備その他の公立図書館の運営の改善及び向上のために必要な施策を講ずる  ものとする。

３　国及び地方公共団体は，大学その他の教育機関が行う図書館の一般公衆への開放，文  字・活字文化に係る公開講座の開設その他の地域における文字・活字文化の振興に貢献  する活動を促進するため，必要な施策を講ずるよう努めるものとする。

４　前３項に定めるもののほか，国及び地方公共団体は，地域における文字・活字文化の  振興を図るため，文字・活字文化の振興に資する活動を行う民間団体の支援その他の必  要な施策を講ずるものとする。

  （学校教育における言語力の涵養）

第８条　国及び地方公共団体は，学校教育において言語力の涵養が十分に図られるよう，  効果的な手法の普及その他の教育方法の改善のために必要な施策を講ずるとともに，教  育職員の養成及び研修の内容の充実その他のその資質の向上のために必要な施策を講ず  るものとする。

２　国及び地方公共団体は，学校教育における言語力の涵養に資する環境の整備充実を図  るため，司書教諭及び学校図書館に関する業務を担当するその他の職員の充実等の人的  体制の整備，学校図書館の図書館資料の充実及び情報化の推進等の物的条件の整備等に  関し必要な施策を講ずるものとする。

  （文字・活字文化の国際交流）

第９条　国は，できる限り多様な国の文字・活字文化が国民に提供されるようにするとと  もに我が国の文字・活字文化の海外への発信を促進するため，我が国においてその文化  が広く知られていない外国の出版物の日本語への翻訳の支援，日本語の出版物の外国語  への翻訳の支援その他の文字・活字文化の国際交流を促進するために必要な施策を講ず  るものとする。

  （学術的出版物の普及）

第10条　国は，学術的出版物の普及が一般に困難であることにかんがみ，学術研究の成果  についての出版の支援その他の必要な施策を講ずるものとする。

  （文字・活字文化の日）

第11条　国民の間に広く文字・活字文化についての関心と理解を深めるようにするため，  文字・活字文化の日を設ける。

２　文字・活字文化の日は，10月27日とする。

３　国及び地方公共団体は，文字・活字文化の日には，その趣旨にふさわしい行事が実施  されるよう努めるものとする。

  （財政上の措置等）

第12条　国及び地方公共団体は，文字・活字文化の振興に関する施策を実施するため必要  な財政上の措置その他の措置を講ずるよう努めるものとする。

　　　附　則

　この法律は，公布の日から施行する。

高知市子ども読書活動推進計画の事業一覧
１. 家庭・地域における読書活動の推進
 (1) 家庭における読書活動の推進

 ○ 本を楽しむためのプログラムの作成
 ○ 読書の重要性の周知徹底
 ○ 絵本の読み聞かせ等の実施
 ○ 子どもに読ませたい本の紹介活動の実施
 ○ 読み聞かせについてのアドバイスの実施


 (2) 地域における読書活動の推進 

 ○ 児童用図書の充実
 ○ 配本所の設置充実
 ○ 絵本等に触れる「きっかけ」づくりの実施
 ○ きめ細かい配本活動の展開
 ○ 移動図書館の児童用図書の充実
 ○ 地域ボランティアの確保・養成
 ○ 地域の活動団体への読み聞かせ等の働きかけ
 ○ 「親子絵本ふれあい事業」の実施　　　　　


２．幼稚園・保育所における読書活動の推進
 (1) 本に親しむための機会の提供・ 
    充実            

 ○ 子どもたちの絵本等に親しむ機会の提供
 ○ 教職員への読み聞かせ等の学習会の開催
 ○ 絵本の楽しさに触れる機会の充実
 ○ 幼稚園等における読書活動の支援充実
 ○ 幼稚園等へのきめ細かいサービスの提供


 (2) 読書環境の整備　　　　　　　
 　　　　　　　　　

 ○ 幼稚園等での児童用図書の充実
 ○「見る・聞く」等を意識した絵本の設置
 ○ 保護者と一緒に絵本を楽しめる書架の配置　


 (3) 保護者等への読書活動の働きか 
     け　　　

 ○ 親子読書の重要性の呼びかけ
 ○ ＰＴＡのための読み聞かせ講座の開催
 ○ 家庭への絵本の貸し出しの実施


３．学校における読書活動の推進
 (1) 読書指導の充実

 ○ 読書の楽しさを体得できる授業の創造
 ○ 読書への広報活動の活発化
 ○「朝の読書」などの実施
 ○ 家庭読書への呼びかけ実施
 ○ 合同研修会などネットワークづくりの推進


 (2) 学校図書館の充実

 ○ 図書資料，刊行物等の収集，整理・充実
 ○ 学習計画に基づいた蔵書プランの確立
 ○ 図書選定への保護者，子どもの意向尊重
 ○ 図書資料の主体的利用の指導実施
 ○ 子どもがリラックスできる環境づくり
 ○ 学習活動で作成した資料の収集・保存


 (3) 学校図書館のネットワーク化　 

 ○ 学校図書館システムの構築とネットワ-ク化の推進
 ○ 学校間等における資料の有効活用法の検討
 ○ 学校間等での物流システムの整理　


 (4) 司書教諭の配置　

 ○ 国・県に対し全校への司書教諭の配置を要請
 ○ 司書教諭の活動支援体制づくりの促進
 ○ 司書教諭の資質向上


 (5) 特別支援の必要がある子どもた 
     ちの読書活動の推進

 ○ 読書指導の研究，情報交流の推進
 ○ 読書に親しみやすい環境の整備
 ○ 点字図書館，朗読テープ等の利用促進


４．図書館における読書活動の推進
 (1) 図書資料の充実　

 ○ 読書需要に対応できる図書資料の充実
 ○ 市全体でのバランスの取れた図書資料の整備 
 ○ 年代を考慮した図書資料の整備
 ○ 子どもたちが利用しやすい配架の整備


 (2) 集会・展示活動の充実　　　　 

 ○ 読み聞かせ等の集会・展示活動の実施
 ○ 読書の喜びを知ってもらえる記念行事の実施
 ○ 館内見学の積極的な受け入れ
 ○ 中学生の学習体験の積極的な受け入れ
 ○ ボランティア等の人材確保
 ○ 県立図書館，こうち子どもの図書館との連携


 (3) 職員の資質向上　

 ○ 司書の適正配置
 ○ 職員の司書資格取得の支援　　　　　
 ○ 研修等による職員の資質向上
 ○ 県立図書館等の研修への積極的参加


 (4) 障害のある子どもたちの読書活 
     動の推進　　　　　　　       

 ○ 在宅身体障害者(児)図書郵送貸出事業の
 ○ 大活字本や録音図書，点字図書等の充実
 ○ 手話や字幕入り映像資料の充実
 ○ 移動図書館バスによるサービスの充実
 ○ 点訳等のできるボランティア等の養成・確保 
 ○ 対面朗読等のできる職員等の養成・確保


 (5) 図書館相互の連携・協力体制の 
     整備　

 ○ 県に横断検索システムの充実・拡大の要請
 ○ 他館の情報収集及び相互貸借の実施
 ○ 工夫を凝らした集会・展示活動の実施


 (6) 広報活動の充実　　　　　　　

 ○ 読書の意義や大切さの周知徹底
 ○ 読書記念日等での講演会等の開催
 ○「小砂丘賞作品集」の継続発行
 ○ ポスター等を活用した読書活動啓発実施
 ○ 優れた図書情報の提供
 ○ ホームページの充実など啓発活動の実施 
 ○ 館内への読書案内，活動報告等の掲示


